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情報あらかると

〈調査区域〉
　　美園町３・４丁目、美園町５丁目の一部
　　新生町２・４丁目、柏木町１～４丁目
　　柏木町５丁目の一部、富士町７丁目の一部

地上デジタル放送受信に必要なチューナ地上デジタル放送受信に必要なチューナーー
の無償給付などの支援をしまの無償給付などの支援をしますす

総務省は、経済的な理由で地上デジタル放送が視
聴できない方に対して、簡易なチューナーの無償給
付などの支援をします。

▼対象　生活保護受給世帯、市民税非課税の障がい
者世帯、社会福祉事業施設の入所者のいずれかで
あって日本放送協会（ＮＨＫ）の受信料が全額免
除されている世帯

▼内容　簡易なチューナーの無償給付、必要に応じ
室内アンテナの無償給付または屋外アンテナの無
償改修

▼申請方法　１０月１日木～１２月２８日月に、ＮＨＫか
ら送付される申込書と『ＮＨＫ受信料全額免除証
明書』を添えて同封の封筒に入れ送付してくださ
い。なお、申請書はＮＨＫ室蘭放送局、市役所に
も備え付けています。
※ＮＨＫ受信料全額免除の手続きをされていない方
は、社会福祉グループ・障害福祉グループで別に
手続きが必要です。
※現在、地上デジタル放送を受信できない地域でも
申請はできますが、支援は放送開始後となります。
なお、鷲別・幌別・登別東微小中継局は、平成２２　
年度に放送開始予定です。

▼問い合わせ 総務省地デジチューナー支援実施セ　
ンター（緯０５７０－０３３８４０）・社会福祉
グループ（緯碓８５ ２００８）・障害福祉グループ
（緯碓８５ ３７３２）

 漏  水 調査にご協力ください
ろう すい

市は、貴重な水の有効利用と道路陥没などの２次
災害の防止を目的とし、水道管の漏水調査を実施し
ます。
調査は市が業務委託した民間の調査員が公道内に

埋設されている水道管と宅地内の水道メーターを調
査し、漏水の有無を確認します。
調査員は、登別市の腕章を着用し、身分証明書を

携帯していますので、不審に思ったときにはご確認
ください。
宅地内の水道メーター調査の際は、家の中には入

りません。また料金をいただくこともありません。

▼期間　１０月中旬～１２月上旬

▼調査会社　フジ地中情報株式会社

問い合わせ
水道グループ（緯碓８５ ５５１０）

消防本部からのお知らせ
住宅用火災警報器設置状況調査を行います
平成２３年６月から、すべての住宅に住宅用火災警

報器の設置が義務付けられます。
消防本部は調査員を派遣し、市内全域で住宅用火

災警報器設置状況を玄関先で聞き取り調査します。
※既に設置されている新築住宅を除きます。
※調査員は、ご家庭への立ち入りや住宅用火災警報
器の販売は一切行いません。また、調査員は身分
証明書を携帯し、訪問の際には提示します。

▼期間　１０月１日木～平成２２年２月２８日日

▼調査員の服装　帽子、ウインドブレーカー

▼問い合わせ　総務グループ（緯碓８５ ９６１１）

平成２１年度登別市防火管理者講習会

▼日時　甲種　１１月１９日木・２０日金、乙種　１１月１９
日木　時間はいずれも９時～１７時

▼場所　市民会館

▼定員　１００人

▼受講料　甲種６，０００円、乙種５，０００円

▼申し込み　１０月２６日月～１１月６日金に日本防火協
会のホームページに掲載の申込方法により申し込
みください

▼問い合わせ　総務グループ（緯碓８５ ９６１１）

消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子 
秋の全道火災予防運動
１０月１５日木から３１日土まで、秋の火災予防運動が
実施されます。これからの季節は、暖房器具の使用
などにより火災が発生しやすくなります。
ちょっとした油断や不注意からすべてを灰にして
しまう火災、常に火の怖さを認識し、次のことに注
意しましょう。
煙てんぷらを揚げるときや、凝固剤を使用するとき
は油の温度に注意する。
煙家の周りには燃えやすいものを置かない。
煙寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。
煙子どもには、マッチやライターで遊ばせない。
煙電気器具は正しく使い『たこ足配線』をしない。
煙ストーブには、燃えやすいものを近づけない。
煙物置や車庫などは必ず施錠する。
煙外出時や寝る前には、必ず火の元を確かめる。
※運動期間中、町内会や事業所などを対象に、『防
火懇談会』や『消火訓練』など防火活動について
指導を行っています。

▼問い合わせ　消防署（緯碓８５ ２５５１）、登別温泉
支署（緯碓８４ ２３１９）、登別支署（緯碓８３ １１１５
鷲別支署（緯碓８６ ７３５９）

）、


